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次世代育成支援に関係する制度の現状   

＿ （放課後王どもプラン）  
放課後 ≡1  

てララi百箇所相方人てiす5常在耶  

保 育  

放課後児童  
認可保育所（2乙909か所、202万人）（20．4．1現在）  

児童クラブ：  

万 人ナ  ．583か所、79．5   

放課後子ども教室  
（18年産までは地域子ども教室推進  

事業、文部科学省）  

●－■■■‾、‾J■■‘‾■J■■一、‾■‘‾」‘■■＋■一、■■■■■‾ T  

：地域の各種子育て支援：  
幼 稚 園  

l・一時預かり事業（7，214か所）  
（文部科学省）  

8，318か所、参加子ども数2．1∞万人（  

児童館4・718空、所（H1810）  

社会的養護に関する事集（乳児院121か所・児童養喜      受564か所等）（血9．10．1現在）  

〔  

〔  

〕
〕
 
 

母子保健   

社会的養護  

標準報酬日額の  

休業取得期間に対して休業前賃金の40％   （19年10月からは50％）が支給  経済的支援  
1 3⇔の2が寺絵 l＿ ＿ 等卿  
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1－ －■、■；● － － － 一 一 一 ■ ■■ － － ■■■ － － 一 一  

児 童 手 当  
● ■ ■ ニl■l■l 一 － － ■■ ■■ － ■ － － － ■■ ■■・■■ －J■■  

⊂：：：⊃ ‥・負担金（義務的姪井）＿＿し  
‾                                           ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ∴慧  「  

小学校卒業まで  
第1子、第2子月蝕5．000円、第3子以降月額10，000円  1出産児に対して35万円  

費用等に充当）  ※実綾は一般会計、波線は特別会立  については第1  

「基本的考え方」を踏まえた具体化が必要な検討事項  

《保育サービスの提供の新しい仕組み（公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム）》  

保育サービスの必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件の見直し）  

・ 契約などの利用方式のあり方  

・ 市町村等の適切な関与の仕組み（保育の必要度が高い子どもの利用確保等）  

情報公表や第三者評価の仕組み  

・地域の保育機能の維持向上  

多
様
な
提
供
主
体
の
参
入
に
際
し
て
の
透
明
性
・
客
観
性
 
 

包
括
性
・
体
系
性
、
普
遍
性
、
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続
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現
 
 

（※ 就学前保育・教育施策のあり方全般に関する検討 → 新たな検討の場）  

：《放課後児童対策の仕組み》  

l  

《すべての子育て家庭に対する支援の仕組み》  

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の  

・ 量的拡充  

・質の維持・向上  

・ 財源のあり方   

特別な支援を必要とする子供や家庭に対する配慮を包含  

働き方の見直しの必要性  
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子どものいる女性の就業希望  

○ 我が国では、諸外国に比べ、幼い子どものいる母親の就業率が相当低い水準にあるが、現在、働いて  

いない母親であっても就業希望のある者は多い。  

6歳未満の子を持つ母の就業率の比較（2002年）  末子の年齢別子どものいる世帯における  

母の就業状態（平成18年）  

末 子 の 年 齢  

0～3歳   4～6歳  7～9歳   10～12歳   

子どものいる   100．0   
世帯総数  

100．0   100．0   100．0   

労働力人口   32．5   51．4   62．9   71．2   

就業者   31．0   50．3   61．6   70．5   

完全失業者   1．2   1．7   1．3   1．4   

非労働力人口  67．5   47．4   36．5   28．1   
■■■－t■■■■‥‥■＝  

■t■  
■叫…■■■■ 

－■■●  

希望者   24．9   19．7   13，2  ？ニケ．．い■・  
几  アメリカ   イギリス   ドイツ   フランス   イタリア   オランダ スウェーデン  日本  

出典ニ OECD：SocietyataGIance2005  出典：総務省「労働力調査詳細調査」（平成18年、年平均）  

労働市場参加が進まない場合の労働力の推移  

O「就業」と「結婚や出産・子育て」の「二者択一構造」が解決されないなど労働市場への参加が進まない場合、日   
本の労働力人口は今後大きく減少（特に、2030年以降の減少は急速）。  

○ 若畳や女性、高齢者の労働市場参加の実現と、暴望する結婚や鮎邑ての実現を周塵に達成できなけ   
れば、中長期的な経済発展を支える労働力確保は困難に。皇の塵蛙仕婁と至責ての「二者択二構造」の解決。  

2050年  2030年   2006年  

この2つの要請を同時に達成する必要 →「二者択一構造」の解決が不可欠  

なり、  ・¶「結婚・出産lのために「就業‖を断念すれば、女性の労働市場参加が実現せず．中期的（～2030年頃）な労働力人口減少の要因と  
②鳩豊美上のために「鹿婚塊を断念すれば、生産年齢Aロ（a急激組により、長期的（2030年頃以隆）な労働力産屋が凰艶に。）  

（注）2030年までの労働力人口は雇用政策研究会報告（平成19年12月）。，ただし、2050年の労働力人口は、2030年以降の性・年齢階級別労働力率が変わらないと仮定   
して、平成18年将来推計人】コ（中位推計）に基づき、厚生労働省社会保障担当参事官室において推計。  

一：う27“   



女性の就業希望を実現するために必要なサービス量  

（新待機児童ゼロ作戦）  

0歳  2歳   3歳  5歳   小学校1年 ～ 小学校3年  

0歳   1歳   2歳   3歳   4歳   5歳   小1   小2   小3   

）  

（参考）  

児童数  
（2006年  

【保育所、放課後児童クラブ単価（円）】  
171．250円  101．417円  101．417円  49．417円  42．417円  42．417円  10．000円  10．D00円  10．000円   

）                   136．833円  67．∝）0円  67．叩○円   22．∝〉0円  17．250円  17．250円  5．0∝I円  5．0【氾円  5．（旧0円   

単価（事業費ベース・月額）  

単価（公tl撞ベース・月額  

保育所待機児童の現状  

○ 平成20年4月1日現在の待機児童数は1万9．550人（5年ぶりに増加）。  
○ 過去5年間（H15→20年）で13万人分の保育所定員を整備したが、待機児童数は7千人しか減少していない。  
（保育所定員が整備されても、潜在需要の顕在化 

○ 待機児童が多い地域は固定化（待機児童50人以上の特定市区町村（糾市区町村）で待機児童総数の約76％）。  

○ 低年齢児（0～2歳）の待機児童数が全体の約76％。  

【保育所待機児童数と保育所定員の推移】   【保育所入所待機児童2万人の内訳】  

待機児童数と保育所定員の推移  
（万人）   

3．0  

2．5  

2．0  

1．5  

1．0  

0．5  

0．0   

3歳以上児  
1千人  4千人  

l  

＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
l  

11千人  

（待機児童全体の  

約6割）  

低年齢児  
（0～2歳児）  4千人  

特定市区町村（84か所）  その他の市区町村  
（286か所）  

※特定市区町村の待機児童数は、全待機児童数のうち約8割。  
※低年齢児の待機児童数は、全待機児童数のうち約7割。   

平成14年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年  

－328－  



次世代育成支援の社会的コストの推計（給付の類型及び現金給付・現物給付別分類）  

現金給付  現物給イて  

6  行 給 付】  【追加j  

育出   

言霊  業当   
給金  

2，000  付   

円1兆300億円  

※推計の前提にしたがって保育（現物給付）と  

イ  
機械的に割り振っているが、両者を切れ目な  
よってはこの振り分けは変わってくることに留完   

【現 行 給 イ  【 追＝■  

児童手当  幼稚園   〒主  

児童扶養手当  時預かリ  
特別児童扶養手当  

出産育児一時金  

2兆600億円  100億円  

億  
※児幸手当については別途機械的に試算  

妊婦健診等  

各種地域子育て支援  
各種児童福祉サービス  

6    行給付】  
放課後子ども教室  

00億円   

芯  《1兆9，900億円  

所要額】  

Ⅰ親の就労と  

子どもの育成  

の両立を支え  

る支援  
～  

育児休業給付（現金給付）に  《1兆3，100億円  

→2兆3，900億円～3兆3，100  
く支援する仕組みの設計に  

Ⅱ すべての子  

どもの健やか  

な育成を支える  

対個人給付■  

サービス  

《2兆5，700億円→2兆8，300  

Ⅲ すべての子   

どもの健やか   

な育成の基盤   

となる地域の取   

組  

《4，500億円→6，300億円》  

→2兆5，400億円～2兆8，100億円》  →3兆2，900億円～3兆9，600億円》  

（11／4 第9回社会保障国民会議 提出資料）  

社会保障の機能強化のための追加所要額（試算）  
（社会保I卸国民会議及び「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に基づく整理）  

1％緯度（2∝柑年度で23兆円：）が必雇とな  含の2分の1への引上l  

㌻ 低年金・舞年金者対策の強化  基礎年金  
t低保席機傭の強化  
基礎年金額の改響  
受給権稚保に係る措置の強化   

（免除の活用、厚生年金適用拡大、強制徴収）  

約2．g兆円  

ト
 
 

F
 
 

医療・介護の充要論化と効率化を同時に実施   
急性期医療の充実儀化、主点化、在院日数の短縮化   

（スタッフの充実零）  
機能分化・機輸巨連携による早期社会復蝿零の実現   

（地i■包括ケア、訪問介護・訪問者護・訪問診ホの充実事）  
在宅医療・介護の嶋の盈傭とサービスの充実   

（グループホーム．小規棲多機能サービスの充実等）  等  
親の就労と子どもの育成の両立を支える支援   

r3■末弟児の保育サービスの利用率 20‘h・→38～44％）   
r学齢期（小1－3年生）の放課後児壬クラブ利用率 柑％・→60％）  
〔出産前l後に希望どおりに継続社業でき．育児休1を取得  

医療・介護  ヰ％弱  

0 4～0．6％程度  少子化対策  
〔篇1子出産前後の継続就業率38％→55％））  

すバての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取紬  r望ましい受診回数（14回）を確保するための妊鵬診の支援の充実）   等  

約31～48兆円   

約19－20兆円  

LO税方式を前提とする場合   

⊆○対会床検方式を前提とする場合   
合計  

ヰ1会保障の  

機能強化に加え   
基礎年金の  
国庫負担割合  
弓上げ分を加味  

（⊃税方式を前提とする場合  

○勾・会俣届方式ぎ前櫻とする場合  

（注1）「社会良障国民会議におりる検討に資するトめに行う公的年金利虎に関する土土的なシミュレーション」、r社会保障国民会議における検討に寅するために行う医療・介護嚢用の   

シ≡ユレーション（B2シナリオ）」事によづく。経済聯丁重モは「ケースロー1（医療の捧びはケース町）」を用いた。  

〔淫2）少子化対簾に係る追加貪用については．「子どもと官練を応接する日本」書点敲上略において示した次世代★成支援の車士会的コストの推】汁を蔓に、現行の関きする制度の公貧■招   

割合を当てはめて宣出したなお√ここには児音手当層の経二女的支援の拡充に事する書用は計上していない〔  

8   329－  



保育サービスの全体像  
時間軸：（早朝）   

例）9：00から  

り保育  

多様な保育の取組の現状  

《19年度実績》  《事 業 名》  《事 業 内 容》  《地域における箇所数》  

日中就労等している保護者に代わって、保  
育に欠ける乳幼児を保育する施設（原則とし  
て、開所時間11時間、保育時間8時間、開所  
日数約300日）  

保育所数：22，909箇所  

利用児童数：202万人  
（平成20年4月1日現在）   

◆ 川＼学校区当たり1．03か所  認可保育所  

11時間の開所時間を超えて保育を行う  

事業  
15，076箇所  

（平成19年度交付決定べ一ス）  
◆ 認可保育所の65．8％  延長保育事業  

◆ 認可保育所の3．8％  

◆1市区町村当たり0．48か所  
日曜・祝日等の保育を行う事業  
（※年間を通じて開所する保育所が実施）  

875箇所  
（平成19年度交付決定ベース）  

休日保育事業  

◆ 認可保育所の0．32％  

◆1市区町村当たり0．04か所  
22時頃までの夜間保育を行う事業  
（※開所時間は概ね11時間）  

74か所  
（平成20年3月31日現在）  

夜間保育事業  

◆ 認可保育所の4．0％  

◆1市区町村当たり0．51か所  

週2～3日程度又は午前か午後のみ、必  

要に応じて柔軟に保育を行う事業  
927か所  

（H19年度交付決定ベース）  
特定保育事業  

〈ホ児対応型 》膚院・保育所零の付設の専用スペースで、著憤廟  
筆が地域の病児を一時的に預かる事業  

《ホ後児対応型》ホ陳・保育所等の付設の専用スペースで、地域の  
ホ後児を一時的に環かる■葉  

《体調不良児型》保育所において、体調不良となった児童を一時的  
に預かる事業  

◆ 認可保育所利用児童2，714人当たり1か所  
◆1市区町村当たり0．41か所  

745箇所  
（H19年度交付決定ベース）  

病児・病後児  
保 育 事 業  

保育に欠ける乳幼児について、保育士又は  
看護師の資格を有する家庭的保育者の居宅  
等において、保育所と連携しながら、少数の  
主に3歳未満児を保育するもの  

家庭的保育者数：99人   

利用児童数：331人  
（H19年度交付決定ベース）  

家庭的保育  
事  業  

◆1市区町村当たり家庭的保育者0．05人  

注＝市区町村の総数は1，827（平成19年4月1日現在）。小学校区としての国公立小学校歎は22，270（文部科学省「平成20年度学校基本調査（速報）」（平成20年5月1日現在）。  
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認可外保育施設数・利用児童数の推移  

可外保育施設数は約1万箇所、利用児童数は約23万人。認可保育所数の約1／2、利用児童数で約1割を   

占める。  

○弄り用児童数の近年の推移をみると、事業所内保育施設は減少傾向、ベビーホテルは増加傾向にあるが、全体   

としては横ばい傾向にある。  

○ そのうち、自治体独自の補助を受けるいわゆる「自治体単独保育室」の利用児童数は増加傾向にある。  

うち自治体単独保育室の推移  認可外保育施設・利用児童数の推移  

童軌（千人）  

188【コその他僻数〕  140  

Ⅷ
Ⅷ
 
冊
 
8
0
0
0
 
㈹
 
 

■手折内保稚設膿   

矧  
120  

188■ベビーホテ側  

80   

80 十手獅内保育掛児   

蝕   

十そ拙児蝕）   

一－ベトホ拙児鍬  平成1時 平成15年 平成1錦 平成17年 平成18年 平成19年  

一施設数  †  児童数  

（資料）保育課瀾べ 丁†  

平頼相1碑平飢年平飢年平餌年柵峰平郎年平成1碑平郎年相18年  

認可外保育施設の規模  

○ 認可外保育施設の在所児童数を見ると、20人以下が53％を占めている。  

○ 認可保育所の原則的な定員である60人超の規模は1割に満たない。  

認可外保育施設の  
在所児童数規模別の構成比  

認可外保育施設の  
在所児童数規模別の分布  

（施設数）   

1200  ‾ ▼’  
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（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
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認可外保育施設の年齢別入所児童数  

○認可外保育施設の年齢別入所児童数を見ると、認可保育所に比べ、ベビーホテルを中心に低年齢時の割合   
が高い。  

平成18年10月1日現在  

事業所内保育施設  

ベビーホテル  

その他の認可外保育施設  

認可保育所  
（平成20年4月1日現在  

福祉行政報告例）  
0ヽ  20ヽ  10ヽ  60ヽ  80ヽ  tOOヽ  

認可外保育施設の設置主体  

○ 認可外保育施設の設置主体を見ると、全体としては、約6割が個人、約2割が企業となっている。  

施設の類型別設置主体の状況  

（単位：％、ポイント）  各年10月1日現在  
総 数  事業所内保育施設  ベビーホテル  その他の認可外保育施設  

平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減   

総数   100．0  100．0   100．0  100．0   100．0  100．0   100．0  1（カ．0   

個人   △1．7   18．8      △ 7．5      △ 3．2  
会社   26．1  23．5   2．5  40．2  51．1  △10．9  45．8  37．3   8．5  15．4  13．0   2．4   

任意団体   3．7   5．4  △1．7   2．3   2．5  △ 0．2   1．6   2．9  △1．3   4．8   6．8  △ 2．0   

その他   13．9  13．1   0．9  34．8  42．5  △ 7．7   6．2   5．8   0．4  11．7   臥9   2．8   

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）  
丁3  

認可外保育施設の開所時間  

夜間の保育ニーズに認可外保育施設が対応している状況が伺える。  ○ 開所時間は、ベビーホテルのみならず、その他認可外保育施設であっても、認可保育所に比して長く、早朝や  

ベビーホテルの平日の開所時間  その他認可外保育施設の平日の開所時聞  

丁4  
－332－  
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人口減少地域に関連する保育制度の概要①  

（小規模保育所（認可保育所））  
○認可保育所の定員は、原則60人以上とされているが、定員60人以上とすることが周難であり、20人以上担塩   

育需要が継続することが見込まれ、他こ適切な方法がない場合、以下の要件を満たせば、小規模保育所を設   

置することが可能。認可保育所として地域・定員規模等 に応じた保育所運営費を支弁。  
（1）設備・運営について児童福祉施設最低基準に適合  

（2）次のいずれかに該当  

① 要保育児童が多い地域に所在し、入所児童の概ね4害り以上が3歳未満児   

② 過度地域左その区域とする市町村内に散在   

③ 入所児童の概ね8割以上が3歳未満児、1割以上が乳児  
（3）定員20人以上  

（4）施設長は保育士を配置するよう努め、保育士その他の職員については最低基準等に定める所定数を配置  

保育所の定日規模、設置、運常⊥体別施設救   
計  

常   私   構成比  実 数   構成比   
（一も）   （か所）   （％）   （か所）   （％）  

人  
用13）   （5．ご）   （ （5．8）  （：1．コ44）   （5．5I  

、30  569   1．9   64コ   ）．J   1．211   5．3   

（1．コ15）   （10．3）   （81：三）   （7．7l  （二2，057ノ   （9．＝  
31′、▲15  1．190   10．3   871   7．8   ：，064   9．1   

（：．155）   （：18．3）  （2，63三i）   （21．2〉  （4．790）   （21．21  
46－－60  コ．073   18．0   2．676   23．9   t7・19   20．9   

（7．769I   圧拒．1〉  （6．764）   略コ．3）  （14．533）   （64．2 
別、  7．678   66．6   7．01声：   6ニ三．6   14．69¢   64．6   

（11．752l  （l仰．0）  （10．872）  （1〔10．（い   （22．624）   （100．∩）  
計  11、510 ’   100．0   11．21P  10（I．0   2コ，72〔l  100．0   

（5什7）  闇∴弟  10n郁  

什宝福祉施設調度報告！平成18町10F】1‖確汀L  

卜段括弧書きjl．酌午10司1日現／十  

75  

人口減少地域に関連する保育制度の概要②   
（へき地保育所（認可外保育施設））   

○へき地保育敢（認可保育所の設置が著しく困難な地域に設置される保育施設であって、市町村長が以下の   
基準に適合するものと認め、指定した認可外保育施設）に対して、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）   
において補助（※20ボインり。  

（1）設置場所が、以下の（D～④にあること   

①へき地教育振興法の規定によるへき地手当の支給の指定を受けているへき地学校の通学区域内、   
②一般職の職員の給与に関する法律の規定による特地勤務手当の支給の指定を受けている公官署の4キロメートル以内、   
③ ①・②を受けることとなる地域内   

④ ①～③に準ずるものとして市町村長が認める地域内  

（2）設備・運営が以下の基準に合致すること   

① 平均入所悍章数が10人以上（※10人を下回る場合2年間は経過的に対象）であること   

②既存建物（学校等）の一部に設置する場合、設備をへき地保育所のために常時使用できること   
③ 保育室・便所・屋外遊戯場（付近にある代わるべき場含む）その他必要な設備を設けること   

④ 必要な用具（医療器具、医薬品、机、椅子等）を備えること   
⑤ 保育士を2人以上配置すること（※やむを得ない事情があるときは、うち1人は保育士以外の者で代えることができる）   
⑥ 保育時間等については、地方の実情に応じて定めること  

○ Å所決定は、缶町村長が、保育を要宣る児童のほか」動こ必要があるときはその他の児童につき実施。  

【へき地保育所の定員・入所児数】  

※1箇所当たり平均37人  

公営  
6  

＼、 てま霊㌘ノ 納お、、、忘感よ釦   
平成18年度交付決定数は亘7旦丘L兢  

入所児  
※1箇所当たり平均17人  

0  5000  10000  15000    20000  25000    30000  35000  

【出典：平成18年社会福祉施設等調査】了6   
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過疎地域を含む市町村における認可保育所の現状  

（定員・在所児数規模別の分布）  

○過疎地域を含む市町村にある認可保育所の規模をみると、定員規模では51～60人の規模が多いが、  

在所児数規模では、30人以下が多い。  

（か所）  

2，000   

丁，800   

丁，600   

丁，400   

丁，200   

丁，000  

800  

60ロ  

イ00  

200  

0  

30人以下 3†－イ○  〃－50  封－‘○ ‘†－70  〃～∂0  8†～タ0 5け－†00†（け－††○†††－†2〃†2†一作○†5†－200 2（け人〟上  

（出典）厚生労働省「平成18年 社会福祉施設等調査」における認可保育所の定見階級・在所児数階級ごとの保育所数につき、  
過疎地域を含む市町村（平成20年11月時点：731市町村）に係る数を特別集計したもの。  

※なお、「過疎地域を含む市町村」には、過疎地域以外の地域を含む市町村が約3割ある。  

（参考）  

全国の定員  
規模別分布  定員60人以下：35，3％  定員61（ノ90人以下：2了6％  定員91′～120人以下：22％  定員120人超：15％  

へき地保育所の現状  

（定員・在所児数規模別の分布）   

○ へき地保育所の規模をみると、定員規模は21～30人が多いが、在所児数規模は20人以下が約8割を占める。  

70人以下   †7～20  2丁～30  37～40  47～50  5†－60  6丁人以上  

（出典）厚生労働省「平成18年 社会福祉施設等調査」におけるへき地保育所数を定員階級・在所児数階級ごとに特別集計したもの  

丁8  
－334一   
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過疎地域における幼児教育経験者比率  

○小学校就学前に幼稚園又は保育所（へき地保育所含む）を経験した比率を見ると、1970年頃は過疎地域と   

全国とで大きな格差があったが、近年はほぼ格差がな〈なっている。  

○過疎地域においては、全国と比べ、幼稚園就園率が低く、保育所在籍比率が高い。  

垂   

昭欄‖5年鷹   昭和55年鷹   平成コ年度  平成7年度   平成14年電   平成18年正  
言分  

■■  全国  過i■  全国  且♯  全国  ■■  全【ヨ  ■■  全国  ■繍  仝【コ   

幼児教 路魚者比率  57．4  丁6．1  87．6  91，2  95＿0  95．6  9S．5  ●  98．3  ∈略．7  9丁．1  96．5  

幼】tl■丘魔界   18．3  5こi．8  35．4  6l．4  34．g  6l．0  34．2  ¢ヱ．8  ユ4．g  59．9  36．l  5丁．7  

臨書所在■舐  39．1  ココ．4  52．2  2ti＿只  闘．l  ユl．5  Gl＿a  ユ2．2  63．4  3f；＿8   6l＿0  38．8   

（編考）1全国は文部科学牒「学校基本欄査J及び丁社会福祉施設等調書」による白  

2i軌礪地層は総務省椚べ。  

※備考  

＜幼児教育経験者比率＞  

①仝同は、各年度の文部科学省悍校基本調軋（数値は各年度5月1H）及び前年度の惇彗三方働省「社会福祉施設調倭」による。  
②過疎地域は総務省調べ。  
③それぞれの数値は、次の算式による、なお、保育所にはへき地保育所を含む。  

幼児教育経験者比率＝幼稚園就園率＋保育所在籍率  

二ニセ軸脚亘l■ぎ舐  

小学校第1学年児蔓数  
幼稚園就園率 ＝  

保育所在籍率 ＝ 
前年度保 

． 

【出典＝総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）】  

【出典二総務省「時代に対応した新たな過疎対策に向けて（これまでの議論の中間的整理）（平成20年4月）】了9  

放課後児童クラブ数及び登録児童数等の推移  

○平成20年では、クラブ数は17，583か所、登録児童数は79万4，922人となっており、平成10年と比較する   

と、クラブ数は約8，000か所、児童数は約45万人の増となっている。また、クラブを利用できなかった児童数  

（待機児童数）は対前年933人減の1万3，096人となった。  

（か所）  

24，000   

22，000   

20，000   

18，000   

16，000   

14，000   

12，000   

10，000   

8，000   

6，000   

4，000  

10年度11年度12年度13年度14年度15年度16年度17年度18年度19年度 20年度  

※各年5月1日現在（育成環境課調）  
20  
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